
 

健康保険証の新規発行は終了しました 
 

☆医療機関や薬局でご提示いただくもの 

マイナ保険証※1をお持ちの方 マイナ保険証をお持ちでない方 

マイナ保険証 資格確認書※2・３ 

※１ 保険証利用登録済のマイナンバーカード（登録方法は下記をご参照ください） 

※２ マイナ保険証を保有されていない方に対し、申請をいただくことなく交付します。 

※３ マイナ保険証での受診が困難な方については、申請により資格確認書を交付します。 

 

☆ マイナンバーカードの保険証利用登録の方法 

次のア・イ・ウのいずれかの方法でマイナンバーカードを健康保険証として利用登録できます。 

ア．医療機関・薬局窓口でのカードリーダーからの申請 

 イ．マイナポータルからの申請 

  ウ．セブン銀行 ATM からの申請 

  

東住吉区役所窓口サービス課 

ア．医療機関・・薬局窓口でのカードリーダーからの申請 顔認証または暗証番号を選んでください 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ．セブン銀行 ATM からの申請 

 

イ．マイナポータルからの申請 

Android 版 iOS版 

（注）いずれの方法においても登録作業はご自身で行っていただきます。（登録内容の確認はマイナポータルの画面で

行えます。） 区役所・市役所にはご利用いただける端末はなく、お問い合わせいただきましても登録内容の確認等はで

きませんのでご注意ください。 


